
資料１ 
 

 

小規模保育園の認可について 

 

 

地域型保育事業の認可については、児童福祉法第３４条の１５第４項の規定に

より、君津市子ども・子育て会議の意見を聴取する必要があることから、小規模

保育事業Ａ型の認可について、次のとおり意見を求めるものです。 

 

１ 認可対象事業者及び施設について 

(1) 事業者概要 

ア 事 業 者：一般社団法人 リトルフォレスト 

代表理事 菅井 洋輔 

茨城県土浦市右籾２３４０番地２８ 

  イ 実施事業：地域型保育事業、放課後児童健全育成事業 

 

 (2) 施設概要 

  ア 事業区分：小規模保育事業Ａ型 

  イ 名  称：キッズハウス つきの森 

  ウ 所 在 地：君津市西坂田２丁目３番１８，１９ 

エ 開設予定：令和７年４月１日 

  オ 認可定員：１９人（０歳：６人、１歳：６人、２歳：７人） 

  カ 開所時間：月～土曜日 ７時～２０時 

  キ 職  員：園長１人、保育士７人（常勤４人、非常勤３人）、 

保育補助１人（非常勤１人）、調理員１人（常勤１人） 

  ク 連携施設：令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

・人見こども園…保育内容の支援（交流保育や、保育相談等）、 

代替保育、卒園後の受入を行う。 

 

２ 審査結果について 

 令和７年１月２３日に健康こども部長を委員長とし、健康こども部次長、部内

課長を委員として構成される「君津市家庭的保育事業等認可審査委員会」を開催

し、小規模保育事業Ａ型の認可について審査を行った結果、適正であると判断し

た。 

 



資料２ 
 

 1 / 1 

特定地域型保育事業者の利用定員の設定について 

 

特定地域型保育事業者（小規模保育事業）の確認（利用定員の設定）について

は、子ども・子育て支援法第４３条第２項の規定により、君津市子ども・子育て

会議の意見を聴取する必要があることから、利用定員について、次のとおり意見

を求めるものです。 

 

１ 確認対象事業者及び施設について 

 ・小規模保育事業所Ａ型 

事
業
者 

法人名 一般社団法人 リトルフォレスト 

代表者 代表理事 菅井 洋輔 

所在地 茨城県土浦市右籾２３４０番地２８ 

施
設
概
要 

事業区分 小規模保育事業所Ａ型 

名称 キッズハウス つきの森 

所在地 君津市西坂田２丁目３番１８，１９ 

開設予定 令和７年４月１日 

認可定員 １９人（０歳：６人、１歳：６人、２歳：７人） 

利用定員 同上 

開園時間 午前７時～午後８時 

 

２ 利用定員の設定について 

キッズハウス つきの森の開園により増加する利用定員数は、年度途中の待機

児童が依然として発生している状況であることから供給過多となることはあり

ません。 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 

認可定員 ６人 ６人 ７人 

利用定員 ６人 ６人 ７人 

※君津市こども計画（第３期君津市子ども・子育て支援計画）は開園を加味し、

計画を作成しております。 

 



資料３ 

特定教育・保育施設の利用定員の変更について 

子ども子育て支援法により「特定教育・保育施設の利用定員を定めようとする

ときは、第７２条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合に

あってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子

育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない」となっており、新設園で

利用定員を定める場合は意見を聴取しています。 

既存施設の利用定員の変更は、意見を聴取する必要がありませんが、君津市こ

ども計画（第３期君津市子ども・子育て支援計画）に影響が生じるため、意見を

次のとおり求めるものです。 

 

１ 確認対象事業者及び施設について 

（１）認可保育所 

事
業
者 

法 人 名 社会福祉法人君津福祉会 

代 表 者 理事長 大沼 幸代 

所 在 地 君津市高坂１番１１号 

施
設
概
要 

事業区分 認可保育所 

名 称 君津保育園 

所 在 地 君津市高坂１番１１号 

 

（２）幼稚園型認定こども園 

事
業
者 

法 人 名 学校法人美和学園 

代 表 者 理事長 秋元 政寛 

所 在 地 君津市西坂田２丁目１２番１５号 

施
設
概
要 

事業区分 幼稚園型認定こども園 

名 称 美和幼稚園 

所 在 地 君津市西坂田２丁目１２番１５号 
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２ 利用定員の変更について 

今回の君津保育園、美和幼稚園による利用定員の変更は供給量の適正化を目

的としており、供給量が需要量を下回ることはありません。 

 

（１）君津保育園 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

変更前 ６名 １２名 １２名 １５名 １７名 １８名 ８０名 

変更後 ６名 １２名 １２名 １２名 １４名 １４名 ７０名 

 

（２）美和幼稚園 

 〇１号認定 

 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

変更前 ４４名 ４４名 ４４名 １３２名 

変更後 ５５名 ４０名 ４０名 １３５名 

 ※３歳児の変更につきましては満３歳児枠を新たに設けることによる変更と

なります。 

 

 〇２号・３号認定 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

変更前 ６名 ９名 ２６名 ２６名 ２６名 ２６名 １１９名 

変更後 ６名 ９名 ２５名 ２５名 ２５名 ２５名 １１５名 

 

※君津市こども計画は、上記の利用定員の変更を加味し、計画を作成しておりま

す。 

※「１号認定」は３歳～５歳の子どもであって教育のみを受ける子ども、「２号

認定」は満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、保育を必要とする子ども、

「３号認定」は満３歳未満の保育を必要とする子どもです。 

※令和７年４月１日付にて利用定員の変更を行うとともに認可定員につきまし

ても変更します。 


